
 

 

高知県薬事法施行細則の一部改正の概要 

 

 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）の一部が改正され、下記の法律、政令、省令が

公布されたことに伴う高知県薬事法施行細則内の引用規定を整理する。 

 

記 

１．平成 25年 12月 13日公布 

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成 25年法律第 103号） 

 

 

２．平成 26年２月５日公布 

「薬事法施行令の一部を改正する政令」（平成 26年政令第 25号） 

 

 

３．平成 26年２月 10日に公布 

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」（平成 26年厚生労働省令第８号） 

 

 

備考 

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」（平成 26年政

令第 24号）で平成 26年６月 12日から施行。 

 


